
ただし、看取り加算の取扱いについては、在宅患者訪問診療料の例によること。 

・医科点数表区分番号Ｃ００５の在宅患者訪問看護・指導料及び医科点数表区分番号Ｃ０

０５－１－２の同一建物居住者訪問看護・指導料（特別養護老人ホームの入所者であっ

て、末期の悪性腫瘍であるものを除く。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所

生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるものについては、当該患者

のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、医科点数表区分番号Ｃ００５の在宅患者訪

問看護・指導料又は医科点数表区分番号Ｃ００５－１－２の同一建物居住者訪問看護・

指導料を算定した保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、算

定することができる。） 

・医科点数表区分番号Ｃ００５－２の在宅患者訪問点滴注射管理指導料（特別養護老人ホ

ームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・医科点数表区分番号Ｃ００６の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 

・医科点数表区分番号Ｃ００７の訪問看護指示料（特別養護老人ホームの入所者であって

、末期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・医科点数表区分番号Ｃ００７－２の介護職員等喀痰吸引等指示料 

・医科点数表区分番号Ｃ００８の在宅患者訪問薬剤管理指導料（特別養護老人ホームの入

所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・医科点数表区分番号Ｃ００９の在宅患者訪問栄養食事指導料 

・医科点数表区分番号Ｃ０１０の在宅患者連携指導料 

・医科点数表区分番号Ｃ０１１の在宅患者緊急時等カンファレンス料（特別養護老人ホー

ムの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・医科点数表区分番号Ｃ０１２の在宅患者共同診療料２及び３ 

・医科点数表区分番号Ｃ０１３の在宅患者訪問褥瘡管理指導料 

・医科点数表区分番号Ｉ０１２の精神科訪問看護・指導料（特別養護老人ホームの入所者

であって認知症の患者以外の患者を除く。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入

所生活介護を利用している者であって、認知症の患者以外の患者については、当該患者

のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、精神科訪問看護・指導料を算定した保険医

療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、利用開始後30日までの間、

算定することができる。）・医科点数表区分番号Ｉ０１２－２の精神科訪問看護指示料

（特別養護老人ホームの入所者であって認知症の患者以外の患者を除く。） 

・診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表（以下「調剤点数表」という。）区分番号１

５の２の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（特別養護老人ホームの入所者であって、末

期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・調剤点数表区分番号１５の３の在宅患者緊急時等共同指導料（特別養護老人ホームの入

所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。） 

・訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年厚生労働省告示第
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67号。以下「訪看告示」という。）別表区分番号０１の訪問看護基本療養費（特別養護老

人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除く。また、短期入所生活介

護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるも

のについては、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護療養費を

算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り、算定

することができる。） 

・訪看告示別表区分番号０１－２の精神科訪問看護基本療養費（特別養護老人ホームの入

所者であって認知症の患者以外の患者を除く。ただし、認知症の患者以外の患者であっ

て、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している患者については、

当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、精神科訪問看護基本療養費を算定

した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り、利用開始

後30日までの間、算定することができる。） 

・訪看告示別表区分番号０２の訪問看護管理療養費（24時間対応体制加算、特別管理加算、

退院時共同指導加算、退院支援指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、看護・

介護職員連携強化加算及び専門管理加算を含む。）（特別養護老人ホームの入所者であ

って、末期の悪性腫瘍であるもの又は精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの（認

知症であるものを除く。）を除く。ただし、その場合であっても、看護・介護職員連携強

化加算は算定できない。また、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用

している者であって、末期の悪性腫瘍であるもの又は精神科訪問看護基本療養費を算定

できるもの（認知症であるものを除く。）については、当該患者のサービス利用前30日以

内に患家を訪問し、訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定

訪問看護を実施した場合に限り（精神科訪問看護基本療養費を算定できるもの（認知症

であるものを除く。）においては、利用開始後30日までの間）、算定することができる。） 

・訪看告示別表区分番号０２の訪問看護管理療養費（在宅患者連携指導加算を算定する場

合に限る。） 

・訪看告示別表区分番号０３の訪問看護情報提供療養費 

・訪看告示別表区分番号０５の訪問看護ターミナルケア療養費（遠隔死亡診断補助加算を

含む。）（特別養護老人ホームの入所者であって末期の悪性腫瘍のもの又は精神科訪問

看護基本療養費を算定できるもの（認知症であるものを除く。）を除く。） 

 

５ 指定障害者支援施設（生活介護を行う施設に限る。）のうち、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運

営に関する基準について（平成19年1月26日障発0126001号）第三の１により医師を配置し

ない取扱いとしている場合における当該施設に入所している者に対して行った診療につい

ては、１及び４による取扱いの対象としない。ただし、次に掲げる診療報酬等の算定の対

象としない。 
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・医科点数表区分番号Ｃ００５の在宅患者訪問看護・指導料 

・医科点数表区分番号Ｃ００５－１－２の同一建物居住者訪問看護・指導料 

・医科点数表区分番号Ｃ００５－２の在宅患者訪問点滴注射管理指導料 

・医科点数表区分番号Ｃ００７の訪問看護指示料・医科点数表区分番号Ｉ０１２の精神科

訪問看護・指導料 

・医科点数表区分番号Ｉ０１２－２の精神科訪問看護指示料 

・訪看告示別表区分番号０１の訪問看護基本療養費 

・訪看告示別表区分番号０１－２の精神科訪問看護基本療養費 

・訪看告示別表区分番号０２の訪問看護管理療養費（24時間対応体制加算、特別管理加算、

退院時共同指導加算、退院支援指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、看護・

介護職員連携強化加算及び専門管理加算を含む。） 

・訪看告示別表区分番号０２の訪問看護管理療養費（在宅患者連携指導加算を算定する場

合に限る。） 

・訪看告示別表区分番号０３の訪問看護情報提供療養費 

・訪看告示別表区分番号０５の訪問看護ターミナルケア療養費（遠隔死亡診断補助加算を

含む。） 

 

６ 指定障害者支援施設のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成18年２月28日厚生労働省令第19号）第６条の７第１号に規定する自立

訓練（機能訓練）を行う施設及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号）第２条第１号に規定する指定福祉

型障害児入所施設については、５ただし書を準用する。 

 

７ 特別養護老人ホーム等の職員（看護師、理学療法士等）が行った医療行為については、

診療報酬を算定できない。ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保

険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対

し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については、医科点数表第２章

第２部第３節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については、同部第４節特定保

険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。また、同様に当該看護師

等が検査のための検体採取等を実施した場合には、同章第３部第１節第１款検体検査実施

料を算定できる。なお、当該保険医の診療日以外の点滴又は処置等を実施する場合に必要

となる衛生材料等についても、指示を行った当該保険医の属する保険医療機関が当該施設

に提供すること。これらの場合にあっては、当該薬剤等が使用された日及び検体採取が実

施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

８ 保険医が、特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療を行った場合は、診療報
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酬明細書の欄外上部に、施又は（施）の表示をすること。また、特別養護老人ホーム等に入

所中の患者に対して、往診して通院・在宅精神療法又は認知療法・認知行動療法に係る精

神療法を行った場合には、当該精神療法が必要な理由を診療録に記載すること。 

 

９ 各都道府県知事は、別紙様式により、特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報を把

握し、必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めること。ただし、指定障害者支援施

設のうち、５に該当する施設については不要とする。 
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介護保険関連情報のホームページアド レ スについて 

 

 介護保険関連情報のホームページアド レ スを まと めたも のです。 常に介護保険の最新情

報を 御確認し ていただく と と も に、 日頃の業務で疑問が生じ た場合等に御活用く ださ い。  

  

 

（ １ ） 厚生労働省 令和６ 年度介護報酬改定について 

   令和６ 年度介護報酬改定に伴う Ｑ ＆Ａ を 含む。  

https://www.m h lw.go.jp/stf/newpage_ 38790.h tm l 

 

（ ２ ） 厚生労働省 介護保険最新情報 

   厚生労働省が発出し ている介護保険の最新情報 

https://www.m h lw.go.jp/stf/seisakun i tsu i te/bunya/hukush i _ k aigo/kaigo_ k ourei

sha/index_ 00010.h tm l 

 

（ ３ ） 介護サービス関係Ｑ & Ａ  

   介護サービス関係のＱ & Ａ を Ｐ Ｄ Ｆ 又はエク セルフ ァ イ ルで閲覧可能 

https://www.m h lw.go.jp/stf/seisakun i tsu i te/bunya/hukush i _ k aigo/kaigo_ k ourei

sha/qa/index.h tm l 

 

（ ４ ） ＷＡ Ｍ Ｎ Ｅ Ｔ  介護サービス関係Ｑ & Ａ 一覧 

   介護サービス関係Ｑ & Ａ の内容を 検索でき るページ 

https://www.wam .go. jp/wam appl/K akokaigoServiceQA.nsf/aL ist?Open& sc=00

&  kc=0& pc=1 

 

（ ５ ）「 医療保険と 介護保険に給付調整に関する 留意事項及び医療保険と 介護保険の相互に

関連する事項等について」 の一部改正について 

https://www.m h lw.go.jp/content/12400000/000613583.pdf 

※ 検索サイ ト で「 保医発 0327 第 3 号」 で検索すると 閲覧でき ます。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei
https://www.wam.go.jp/wamappl/KakokaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000613583.pdf

